
 
令和 4 年度 自動車リサイクル法に基づく再資源化等の実施状況について  

 

 
自動車リサイクル法（使用済自動車の再資源化等に関する法律）に基づき、当社令和 4 年度（令和 4 年 4 月 1 日～

令和 5 年 3 月 31 日）に実施した再資源化等の状況を公表致します。 

引き続き、使用済自動車の再資源化等の確実かつ効率的な実施のために、一層の取り組みを推進して参ります。 

 
■ シュレッダーダスト※1 

 
（1）再資源化（リサイクル）の実施状況 

 

 引き取ったシュレッダーダストの総重量 
 

484.4 t 
 

 基準適合施設※3に投入されたシュレッダーダストの総重量 
 

484.4 t 
 

 基準適合施設において生じた廃棄物のうち当該基準適合施設に投入されたシュレ

ッダーダストに係るものの総重量 
 

13.9 t 
 

 法第 31 条第 1 項の認定を受けてその全部再資源化※2 の実施を委託した解体自

動車からの発生が抑制された委託全部利用引取 ASR 相当重量 (t) 
 

5.1 t 
 

 法第 31 条第 1 項の認定を受けてその全部再資源化※2の実施を委託した解体自動

車からの発生が抑制された委託全部利用投入 ASR 相当重量 (t) 
 

5.1 t 
 

 法第 31 条第 1 項の認定を受けてその全部再資源化の実施を委託した解体自動車

を引き渡された解体自動車全部利用者の施設において生じた廃棄物のうち当該解

体自動車に係るものの総重量  
 

0.1 t 
 

 引き取ったシュレッダーダストに係る使用済自動車の台数 
 

1,655 台 
 

   に係る解体自動車の台数 
 

 

18 台 
 

 シュレッダーダストを投入した施設が基準適合施設であることを証する事項 
 

こちら（ART の HP）を 

ご覧ください  
 

 
（2）基準の遵守状況 

 

シュレッダーダスト再資源化率（基準 70％以上 2015 年度～ 
 

実績 97.1 ％ 
 

 
・シュレッダーダスト再資源化率は、以下の式に基づき算出しています。 

 

 シュレッダーダスト再資源化率 ＝  

( － ) ＋ ( － ) 

 
＋  

 

 
（3）収支の状況 

 
資金管理法人（財団法人自動車リサイクル促進センター）から払渡しを受けたシュレッ

ダーダストに係る再資源化等預託金の額の総額 
 

22,071,711 円 
 

シュレッダーダストの再資源化及び法第 31 条第 1 項の認定を受けて行う解体自動車

の全部再資源化に必要な行為に要した費用の総額 
 

34,005,925 円 
 

http://www.asrrt.jp/asr/place/index.html


 
※1 シュレッダーダスト： 

破砕業者が、廃車ガラ（解体工程で有用部品や廃油廃液等が回収され、外枠だけの状態になった車体）をシュレッダーマシンで

細かく砕き、金属を回収した後に残ったものです。 

※2 法第 31 条第 1 項の認定に基づく全部再資源化：（全部再資源化の仕組みの概要：ART の HP へ） 

解体業者や電炉・転炉等の事業者と協力をして、シュレッダーダストを生じさせずに使用済自動車を処理することにつき、主務大

臣の認定をうけたものです。 

※3 基準適合施設： 

法に定める基準に適合した高水準のリサイクルが行える施設。基準適合施設に投入されたシュレッダーダストのリサイクル量の

みを再資源化率（リサイクル率）の算定の対象とすることができます。 

  当社では、他社と連携し ART として、シュレッダーダストのリサイクルを実施しています。 

ART としての実績については、ART のホームページを参照願います。（ART の HP 実績報告へ） 

 
■ エアバッグ類 

 
（1）再資源化（リサイクル）の実施状況 

 

 引き取ったエアバッグ類の総重量 
 

2191.8 ㎏ 
 

 引き取ったエアバッグ類の個数 
 

11,863 個 
 

   のうち、解体業者において取外し回収処理されたエアバッグ類の個数 
 

 

3,453 個 
 

   のうち、解体業者において車上作動処理※1されたエアバッグ類の個数 
 

 

8,410 個 
 

 引き取ったエアバッグ類に係る使用済自動車の台数 
 

1,564 台 
 

   のうち、解体業者において取外し回収処理された使用済自動車の台数 
 

 

529 台 
 

   のうち、解体業者において車上作動処理された使用済自動車の台数 
 

 

1,007 台 
 

  
 
のうち、解体業者において未作動エアバッグ類の一部を取外し回収し、残りを車上作動処理

した使用済自動車の台数※2 
 

 

28 台 
 

 引き取ったエアバッグ類のうちその全部又は一部を原材料又は部品その他製品の一部として

利用することができる状態にしたものの総重量 
 

2,088.8 kg 
 

 
（2）基準の遵守状況 

 
エアバッグ類再資源化率（基準 85％以上） 

 

95.3 ％ 
 

 
・エアバッグ類再資源化率は、以下の式に基づき算出しています。 

 

 エアバッグ類再資源化率 ＝  
 

 
  

 
（3）収支の状況 

 
資金管理法人（財団法人自動車リサイクル促進センター）から払渡しを受けたエアバッ

グ類に係る再資源化等預託金の額の総額 
 

8,891,038 円 
 

エアバッグ類の再資源化に必要な行為に要した費用の総額 
 

10,536,281 円 
 

 

http://www.asrrt.jp/recycling/operation/index.html
http://www.asrrt.jp/service/results/index.html


※1 車上作動処理： 

エアバッグ類について、車上に搭載したまま作動させて処理する方法。エアバッグ類のリサイクルには、取り外して回収する方法

と車上作動処理をする方法の２つがあります。 

※2 一部回収一部作動処理： 

ある車に搭載されているエアバッグ類のうち、一部については取り外して回収し、一部については車上作動処理することによって

処理をする方法。エアバッグ類の種類によって車上作動しないものがあるため、このような処理をする車があります。 

 
■ フロン類 

 
（1）破壊の実施状況 

 

 引き取ったＣＦＣの量 
 

0.407 kg 
 

 引き取ったＣＦＣに係る使用済自動車の台数 
 

8 台 
 

 引き取ったＨＦＣの量 
 

332.751 kg 
 

 引き取ったＨＦＣに係る使用済自動車の台数 
 

1,468 台 
 

 
（2）収支の状況 

 
資金管理法人（財団法人自動車リサイクル促進センター）から払渡しを受けたフロン類

に係る再資源化等預託金の額の総額 
 

3,581,380 円 
 

フロン類の破壊に必要な行為に要した費用の総額 
 

2,865,544 円 
 

 
■払渡し受けた預託金および再資源化等に要した費用総額 

 

払渡しを受けた預

託金および再資源

化等に要した費用

総額（円） 

払渡しを受けた預託金 【A】    34,544,129 円  

再資源化等に要した費用 【B】 47,407,750 円 

  内 社内費用（人件費）  9,000,000 円 

  内 社内費用（システム費）  10,056,816 円 

収支  【A】-【B】 -12,863,621 円 

 
自動車リサイクルに関する一般的なご質問は、「自動車リサイクルシステム」のホームページをご覧ください。 

・自動車ユーザー関連 ・事業者関連 
 

 
 

http://www.jars.gr.jp/
http://www.jars.gr.jp/faq/exfq0200.html

